
■金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱手続きフロー

（必要に応じ実施）
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を除く）を工業専用地域に設置するもので
あって、周辺環境に影響を及ぼすおそれ
がないと認める場合は関係地域を設定し
ないことができる。
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廃棄物処理法に基づく手続き
　　○廃棄物処理施設設置（変更）許可申請
　　○廃棄物処分業（変更）許可申請若しくは変更届出
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